
これまでの経緯

○気候変動により頻発化・激甚化する自然災害等から国民の命と暮らしを守るため、令和２年１月に
「国土交通省防災・減災対策本部」を設置。

○「国民目線」と「連携」をキーワードとして施策の検討を進め、令和２年７月、国民の命と暮らし
を守るために「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」として主要10施策※ をとりまとめ。

○これまで災害対応において施策を順次実行するとともに、必要な予算確保や制度改正（流域治水
関連法（令和３年４月28日成立）、海上交通安全法等改正（令和３年５月25日成立））に取り組む
など、プロジェクトに盛り込んだ防災・減災施策を着実に推進してきたところ。

○一方で、毎年のように災害が発生しており、災害の教訓等も踏まえ、激甚化・頻発化する災害への
対応力を一層高めることが必要であることから、令和３年６月、プロジェクトを充実・強化。

流域全体で取り組む
－河川管理者だけでなく、流域のあらゆる関係者で
対応する 等

災害リスク情報を活用する
－災害ハザードエリアにできるだけ住まわせない
よう、すまい方や土地利用のあり方を見直す 等

地域における自助・共助の醸成を促す
－ハザードマップを活用してマイ・タイムラインを
作成する 等

テレビの天気予報を注意。

ハザードマップで避難所を確認！

非常持出袋の準備
足りない物を買い出し！

川の水位をインターネットで確認。

おじいちゃんと一緒に
早めの避難開始！

避難所に避難完了

避難
準備

避難
勧告

国 市 住民等

一人ひとりのマイ・タイムライン(イメージ)

避難
準備

避難
準備

※主要10施策の主な取組例

市街化調整区域
市街化区域
居住誘導区域
災害レッドゾーン
災害イエローゾーン

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

森林整備・治山対策

水田貯留

ため池等
の活用

雨水貯留施設
の整備

バックウォータ―
対策

排水機場の整備

リスクが低い
地域への移転

学校施設の
浸水対策

海岸保全施設の整備

雨水貯留・排水
施設の整備

堤防整備・強化

遊水地整備

河道掘削

治水ダムの
建設・再生

利水ダム
の活用

集水域

河川区域

氾濫域

砂防関係施設
の整備

リスクの高い地域

氾濫域
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令和３年度防災・減災プロジェクトの進捗状況

○昨年度の防災・減災プロジェクトは、「住民避難」と「輸送確保」のための対策を中心に
とりまとめ（令和３年６月公表）。

○本プロジェクトに基づく施策の進捗状況等を踏まえ、法定計画である防災業務計画等に
位置付ける等、プロジェクトのPDCAをしっかり回しながら、継続的に取組を推進※。

【災害リスク標識の設置・活用推進】

【タイムラインの推進】

○災害対策基本法の改正を受けて、強大な台風の
接近等、災害発生のおそれ段階から、災害による
生活への影響を実感してもらえるような情報発信を
行い、省を挙げたリスクコミュニケーションを展開する
ため、防災行動計画【第１版】を公表。（令和３年６月）

○住民等が居住地の自然災害リスクを生活空間で
認識できるよう、有識者へのヒアリング及び省内
検討会を通じて、災害リスク標識の設置に関する
統一的なデザインや考え方等を示した基本方針を
策定。（令和４年３月）

＜基本方針（概要）＞
・設置目的・目標の設定
・標識の設置の標準（JIS規格への準拠等）
・標識の情報の関係者への共有や住民等への周知
・防災に関する計画への位置づけ

○短期間の集中的な降雪時においても、計画的・予防
的な通行止めを躊躇なく行うなど、的確な対応に
つなげるため、タイムラインを作成、訓練を実施。
（令和３年度降雪期までに作成済、運用開始）

例）合同記者会見の発表情報（特別警報発表の可能性がある台風の接近時）

・気象や河川に関する
今後の見通し等を解説

・気象や河川に関する
今後の見通し等を解説

＋
・鉄道の計画運休の可能性
等を発信

・気象や河川に関する
今後の見通し等を解説

＋
・鉄道の計画運休状況を発信

＋
・その他交通への影響を発信追加

追加

【雪害時における乗員保護の推進】

○大雪による滞留車両の乗員保護を円滑に実施する
ため、地方整備局・地方運輸局等が、道路管理者や
都道府県と連携し、滞留車両の乗員への物資の
提供、安全確保等を内容とする乗員保護支援計画
を作成、訓練を実施。

（一部地域を除き乗員保護支援計画を作成）
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４日前 ３日前 ２日前 １日前 台風上陸

※その他、個別施策の進捗状況については、別紙参照


